
 

 

 

●公共交通活性化総合プログラム 

 

１．支援策の概要 

地方運輸局が中心となって地域交通の維持・充実などの具体的方策を取りまとめ、地域の公

共サービスの維持・充実のための取り組みを支援します。 

 

２．支援策の内容 

（１）対象者  

市町村、都道府県、交通事業者、観光事業者等 

 

（２）支援事業 

各地の公共交通サービスの改善に関する個別プロジェクトの実現に向け、地方運輸局が中

心となって地域、事業者、観光関係者等とともに検討を行い、必要な方策とその実施のため

の役割分担を定めたプログラムを策定する。 

 

３．問合せ先 

国土交通省総合政策局交通計画課 

phone 03-5253-8111(内線 24-615) fax 03-5253-1552 
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